
シリーズ 自治基本条例とは︖
（第4回）町民参加

町民参加は、どんなときにどんな場で町民意見を反映するかといった制度の設計がポイントです

７月26日の勉強会テーマは「町民参加」でした。20名が参加し、
意見を出し合い８月と９月の会議で仮の条文にまとめる計画です。

自治における情報共有とは、
町民と議会と行政が互いに課題に
ついて思うことを伝え合うことです。
その課題の解決を議会と行政が政策に
するとき、まちづくりの主体の町民意見
を反映することが、町民参加です。

• 現行の「住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例」の制度・・・
「まちづくり町民集会」「町民コメント制度」「地区まちづくり懇談会」「まちづくり委員会」等
• 最近実施された新しい町民参加の方法「町民まちづくり提案事業」「びえい未来トーク」等
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